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I 事務総局会議（第29回）議事録

凰時|令和4年｣ Ⅲ月‘ﾖ （火I午前ｭ･崎…~午前】 ]時】o鈴
場所総局会議室
一一 皇

出席!堀田事務総長､小野寺総務局長徳岡人事局長松川経理局総務課長、

害|巽 韓鯨:麓蕊鱸蕊
議事｜ ’ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の定年に関する規則等

‘ の一部を改正する規則及び裁判所職員の服務の宣誓に関する規程及び

｜ 裁判所職員健康安全管…の-…正する鏡震並びに前記鰻則“
瞳連する議淡についゞ J |徳岡人事局長説明（資料第1）

2令和4年度裁判所所管補正予算（第2号）について ‐

真鍋経理局主計課長説明（資料第2）

3首席家庭裁判所調査官協議会の開催について

馬渡家庭局長説明（資料第3）

4家事事件担当裁判官等協議会の開催について

｜ 馬渡家庭局長説明(資料第4）
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事務総局会議資料第｜
《 ！ ’月 ｜ 日開脚

(令和4． 11. 1人事局）

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の定年に関する

規則等の一部を改正する規則及び裁判所職員の服務の宣誓に

関する規程及び裁判所職員健康安全管理規程の一部を改正す

る規程並びに前記規則に関連する議決

＜資料目録＞

（裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の定年に関する規則等関係）

1 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の定年に関する規則等の一部を改

正する規則案

2 同制定理由

3 同新旧対照条文

(裁判所職員の服務の宣誓に関する規程及び裁判所職員健康安全管理規程関係）

4 々裁判所職員の服務の宣誓に関する規程及び裁判所職員健康安全管理規程の一部

を改正する規程案

5 同制定理由

6 同新旧対照条文

（関連する議決）

7 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の定年に関する規則において最高

’裁判所が定めるとされている事項について



等
の
定
年
の
特
例
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
《
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
等
に
伴
い
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
長

理
由

11



第
一
条
関
係
Ｉ
裁
判
官
及
び
裁
判
官
の
秘
書
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
の
定
年
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
最
高
裁
判
所
規

則
第
六
号
）
‐

（
定
年
退
職
日
に
関
す
る
指
定
）
一
（
定
年
退
職
日
に
関
す
る
指
定
）

一。■〉。第一条裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律一第一条裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律

第
二
百
九
十
九
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
第
二
百
九
十
九
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法

家
公
務
員
法
」
“
と
い
う
・
）

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
以
下
「
準
用
国

裁
判
官
及
び
裁
判
官
の
秘
書
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
の
定
年
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条

文

新

第
八
十
一
条
の
六
第
一
項

1

の
． I

い
う
・
）
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
以
下
「
法
」
と

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

（

12－ 1 －



Ｉ
第
二
条
二
条

第
三
条

規
定
に
よ
る
指
定
は
、
最
高
裁
判
所
が
行
う
。

準
用
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

定
す
る
官
職
に
準
ず
る
官
職
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で

裁
判
所
が
定
め
る
官
職
と
す
る
。

職
俸
給
表
Ｈ
の
準
用
を
受
け
る
裁
判
所
技
官
の
う
ち
最
高

定
め
る
官
職
は
、
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政

当
と
認
め
ら
れ
る
官
職
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め

規
定
す
る
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適

二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規

（
管
理
監
督
職
に
含
ま
れ
る
官
職
）

（
管
理
監
督
職
か
ら
除
か
れ
る
官
職
）

準
用
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に

1

’
第
二
条

21
（
新
設
）

’二’ め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

は
、
最
高
裁
判
所
が
行
う
。

と
し
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
定
年
は
最
高
裁
判

所
が
別
に
定
め
る
年
齢
と
す
る
。

｜
最
高
裁
判
所
事
務
総
長

（
定
年
の
特
例
）

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
の
定
年
は
年
齢
六
十
五
年

最
高
裁
判
所
が
別
に
定
め
る
職
員

法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
規
則
で
定

－2－ 13
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ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

同

Ｉ

ｌ

Ｉ

１

ｌ

ｌ

ｌ

咄

・

凸

．

凸

第

四

条

準

用

国

家

公

務

員

法

附

則

第

九

条

に

規

定

す

る

同

が
定
め
る
官
職
と
す
る
。

る
官
職
は
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
そ
の
他
最
高
裁
判
所

条
の
規
定
を
適
用
す
る
職
員
か
ら
除
く
職
員
と
し
て
国
家

及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
の
対
象
か
ら
除
く
職
員
）

務
員
法
（
以
下
「
令
和
五
年
旧
国
家
公
務
員
法
」
と
い
う

１

Ｉ

Ｉ

ｉ

’

１

・

ｈ

ｊ

‐

Ｐ

‐

・

Ｏ

Ｉ

Ｉ

‐

。

Ⅱ

Ⅱ

Ｉ

Ｉ

Ｎ

Ｉ

’

第
六
十
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公

。
）
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に

』

公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

相
当
す
る
職
員
の
う
ち
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
職
員

る
職
員
と
す
る
。

は
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
そ
の
他
最
高
裁
判
所
が
定
め

（
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
職
員
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供

（
新
設
）

14－3－
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’
第
五
条（

施
行
期
日
）

１
こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
令
和
五
年
四
月
－
，
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
附
則
第
九
項
第
二
号

二
号
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
職
員
）

に
規
定
す
る
令
和
五
年
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の

ち
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
最
高
裁
判
所
事

務
総
長
そ
の
他
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
職
員
と
す
る
・

附
則
～

二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
の
う

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
附
則
第
九
項
第

裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
一

る
0

（
新
設
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す

附
ノ

則

15－4－
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旧

ｌ

Ｉ

ｆ

１

２

１

仏

■

Ｉ

ｊ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

日

・

１

１

Ｊ

、

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｊ

１

４

１

ｌ

‐

ｌ

１

１

Ｆ

Ｉ

１

．

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

１

■

０

１

‐

ｌ

９

ｌ

ｒ

４

ｌ

”

Ｉ

，

Ｐ

４

’

和

Ｇ

Ｉ

用

ｑ

４

ｊ

’

Ｄ

■

労

２

準

用

国

家

公

務

員

法

附

則

第

八

条

第

四

項

の

最

高

裁

判

ま
で
の
間
に
お
け
る
令
和
五
年
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十

員
の
定
年
等
）

、
同
項
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

所
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
と
し

裁
判
所
規
則
で
定
め
る
年
齢
は
へ
六
十
五
年
と
す
る
。

た
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
本
文
の
最
高

一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職

（
新
設
）

『

I

16－5－
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第
二
条

第
二
条
関
係
ｌ
裁
判
所
書
記
官
等
の
俸
給
の
調
整
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）

２
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
俸
給
の
調
整
額
は
、
前
項

掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
俸
給
の
調
整
額
は
、
当
該
職

員
の
職
務
の
級
に
応
じ
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
例
に
準
一
家
公
務
員
の
例
に
準
じ
て
最
高
裁
判
所
が
別
に
定
め
る
調

た
額
と
す
る
。

１
１

げ
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る

じ
て
最
高
裁
判
所
が
別
に
定
め
る
調
整
基
本
額
に
そ
の
者
一
整
基
本
額
に
そ
‐
の
者
に
係
る
別
表
の
調
整
数
欄
に
掲
げ
る

に
係
る
別
表
の
調
整
数
欄
に
掲
げ
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
」
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に

の
調
整
基
本
額
に
そ
の
者
に
係
る
別
表
の
調
整
数
欄
に
掲
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項

前
条
各
号
に
掲
げ
る
官
職
に
あ
る
職
員
（
次
項
に

へ

新
〆

、

Ｉ
第
二
条

調
整
額
は
、
当
該
職
員
の
職
務
の
級
に
応
じ
一
般
職
の
国

I

第
百
二
十
号
）
・
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一

お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
も
の
（
以
下

前
条
各
号
に
掲
げ
る
官
職
に
あ
る
職
員
の
俸
給
の

旧

17－6－



一I 数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

二’
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六

勤
務
職
員
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用

十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間

定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規

時
間
法
」
と
い
う
・
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
（
以
下
「
勤
務

す
る
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る

定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

律
第
百
九
号
）
（
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）

公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

I

〃
〃

に
関
す
る
法
律

。
）
に
あ
つ
‐
て
は
そ
の
額
に
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に

お
い
て
準
用
す
る
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

こ
の
条
に
お
い
て
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う

ヘ
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を

二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
短
時

う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

の
条
に
お
い
て
「
勤
務
時
間
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第

百
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
育
児
休
業
法
」
と
い

間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
育

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
。
以
下
こ

18
ーワ－
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1

三’
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

勤
務
を
し
て
い
る
職
員
育
児
休
業
法
第
十
七
条
（
育

児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

及
び
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
一

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て

付
短
時
間
勤
務
職
員
育
児
休
業
法
第
二
十
五
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一

育
児
休
業
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
任
期

0

1

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読

額
に
育
児
休
業
法
第
十
七
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条

児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
，
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
そ
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本

業
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
任
期
付
短
時
間
勤

文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
育
児
体

務
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
任
期
付
短
時
間
勤
務

第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間

職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
育
児
休
業
法

み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
こ

1
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'41 31
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
調
整
数
を
二
と
す
る
。

員
で
最
高
裁
判
所
が
指
定
す
る
も
の
に
対
す
る
前
二
項
の

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨

て
る
も
の
と
す
る
。

ｉ
ｌ

得
た
数

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
俸
給
の
調
整
額
に
一

第
一
条
第
一
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
官
職
に
あ
る
職

1

条
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
官
職
に
あ
る
職
員
で
最

数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
；
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
同

高
裁
判
所
が
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
調
整
数
を
二

れ
ら
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ

と
し
て
算
出
し
た
額
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
育
児

い
て
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
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よ
り
退
職
し
た
場
合
（
同
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項

の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

＃
期
限
の
到
来
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
を
含
む
。
）
へ
国

第
三
条
関
係
ｌ
裁
判
所
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）

第
十
二
条
法
第
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
一
第
十
二
条
法
第
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
一
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法

第
四
条
の
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
一
第
四
条
の
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
最
高
裁
判
所
規
則
で

定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
・

一
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

ゞ
一
当
・
二
（
同
上
）

一
・
二
（
略
）

三
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
一
項

新

の
規
定
に

三
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
退
職
し
た
場
合
（
同
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項

の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

期
限
の
到
来
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
を
含
む
。
）
、
国

旧
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人
の
就
業
規
則
等
に
お
い
て
定
め
る
定
年
に
達
し
た
こ

と
に
よ
り
退
職
し
た
場
合

四
・
五
（
略
）

会
職
員
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
の
到
来

し
た
場
合

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
官
し
た
場
合
又
は
法 ｌ

に
よ
り
退
職
し
た
場
合
を
含
む
。
）
、
検
察
庁
法
第
二

（
同
法
第
十
五
条
の
七
第
一

／

I

項

の
期
限
又
は

業
規
則
等
に
お
い
て
定
め
る
定
年
に
達
し
た
こ
と
に
よ

り
退
職
し
た
場
合

四
．
「
五
（
同
上
）

し
た
場
合
（
同
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
期
限
又
は

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
の
到
来

に
よ
り
退
職
し
た
場
合
を
含
む
。
）
、
検
察
庁
法
第
二

十
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
官
し
た
場
合
又
は
法
人
の
就

会
職
員
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
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第
四
条
関
係
Ｉ
裁
判
官
及
び
裁
判
官
の
秘
書
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
最
高
裁
判
所

規
則
第
二
十
二
号
）

（
最
高
裁
判
所
へ
の
事
後
の
再
就
職
の
届
出
を
要
し
な
い
一
（
最
高
裁
判
所
へ
の
事
後
の
再
就
職
の
漏
出
を
要
し
な
い

場
合
）
場
合
）
：

第
二
十
八
条
法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
二
項
の
最
高
裁
判
第
二
十
八
条
法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
二
項
の
最
高
裁
判

所
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
所
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
一
（
同
上
）
￥

一
（
略
）

二
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し

て
採
用
さ
れ
た
場
合
又
は
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規

新

二
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
一
条

１
１

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た

場
合
又
は
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十

旧
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／

第
二
十
八
条
の
二
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お

三

へ

略
一

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て

）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五

採
用
さ
れ
た
者
又
は
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
職
に
属
す

附
則
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
十
条

い
て
「
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。

る
国
家
公
務
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
者
に
対
す
る
前
条
第

定
に
よ
り
特
別
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
と
し
て
採
用

ｒ

さ
れ
た
場
合

（
新
設
）

三
（
同
上
）

条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
職
に
属
す
る
国
家

五
号
）

公
務
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
場
合

、

第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
四

里
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I

第
三
十
九
条
非
常
勤
職
員
（
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に

和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
ｐ
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令

若
し
く
は
第
二
項
」
と
、
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
」

し
く
は
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
令
和

四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項

の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
若

」
と
す
る
。

三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
九
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

（
非
常
勤
職
員
等
に
関
す
る
特
例
）

I

1

６
１
１
、

同
号
中
「
第
六
十
条
一

第
三
十
九
条
非
常
勤
職
員
（
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項

（
非
常
勤
職
員
等
に
関
す
る
特
例
）

０
１
■
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（

３
法
第
百
六
条
の
四
第
九
項
及
び
第
百
九
条
第
十
八
号
の

２

（
略
）

規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
・

）
《
、
臨
時
的
職
員
及
び
条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員
（
以

う
・
；
）
に
つ
《
い
て
は
、
法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
、
第
百

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
非
常
勤
職
員
等
」
，
と
い

六
条
の
三
第
一
項
鋤
、
第
百
六
条
の
四
第
九
項
、
第
百
六
条

規
定
の
適
用
に
。
つ
い
て
は
、
法
第
百
六
条
の
四
第
一
項
中

「
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
つ
…
て
離
職
後
」
と
あ
る
の
は
、

「
職
員
（
非
常
勤
職
員
（
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
・
）
、

の
二
十
三
、
第
百
九
条
第
十
八
号
及
び
第
百
十
二
条
各
号

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
‐

号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
・

ｒ

２
（
同
上
）

３
法
第
百
六
条
の
四
第
九
項
及
び
第
百
九
条
第
十
八
号
の

。
：
）
、
臨
時
的
職
員
及
び
条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員
（

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
非
常
勤
職
員
等
」
と

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く

い
う
。
）
に
つ
い
て
は
へ
法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
、
第

百
六
条
の
三
第
一
項
、
第
百
六
条
の
四
第
九
項
、
第
百
六

条
の
二
十
三
、
第
百
九
条
第
十
八
号
及
び
第
百
十
二
条
各

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
六
条
の
四
第
一
項
中

「
職
員
（
非
常
勤
職
員
（
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）

「
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
離
職
後
」
と
あ
る
の
は
、
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臨
時
的
職
員
及
び
条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員
を
除
く
。

）
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
離
職
後
」
と
す
る
。

４
（
略
）

第
四
十
条
法
第
百
六
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、

‐
第
百
九
条
第
十
四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
第
百
十
三

条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
六
条
の

四
第
一
項
中
「
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
離
職
後
」
と

あ
る
の
は
、
「
職
員
（
非
常
勤
職
員
（
第
六
十
条
の
二
第

‐
司
興
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
を

除
く
。
）
、
臨
時
的
職
員
及
び
条
件
付
採
用
期
間
中
の
職

員
を
除
く
。
）
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
離
職
後
」
と
し
、

法
第
百
六
条
の
二
十
四
及
び
第
百
十
三
条
第
二
号
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
中

第
四
十
条
法
第
百
六
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、

、
臨
時
的
職
員
及
び
条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員
を
除
く

。
）
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
離
職
後
」
と
す
る
。

４
（
同
上
）

’
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員

第
百
九
条
第
十
四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
第
百
十
三

条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
六
条
の

四
第
一
項
中
「
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
離
職
後
」
と

あ
る
の
は
、
「
職
員
（
非
常
勤
職
員
（
第
八
十
一
条
の
五

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項

職
員
を
除
く
。
）
で
あ
つ
↑
た
者
で
あ
っ
て
離
職
後
」
と
し

を
除
く
。
）
、
臨
時
的
職
員
及
び
条
件
付
採
用
期
間
中
の

、
法
第
百
六
条
の
二
十
四
及
び
第
百
十
三
条
第
二
号
の
規

27－． 16－



項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
す
る
。

２
．
３
（
略
）

「
管
理
職
職
員
で
あ
っ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
職
職

員
（
臨
時
的
職
員
及
び
条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
ｐ
）
で
あ
っ
た
者
」
と
、
「
次

、

除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
・
）
で
あ
っ
た
者
」
と
、
「

次
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
す
る
。

２
．
３
（
同
上
）
ゞ

職
員
（
臨
時
的
職
員
及
び
条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員
を

中
「
管
理
職
職
員
で
あ
っ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
職

~､

28－ ．17－



第
五
条
関
係
ｌ
裁
判
官
及
び
裁
判
官
の
秘
書
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

平
成
三
十
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号
）

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）
：
一
（
経
過
措
置
）

第
二
条
（
略
）
〃
第
二
条
（
同
上
）

２
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
ゞ
２
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
『
早
い
日
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
早
い
日

（
」
と
あ
る
の
は
、
「
早
い
日
（
裁
判
官
及
び
裁
判
官
の
（
」
と
あ
る
の
は
、
「
早
い
日
息
裁
判
官
及
び
裁
判
官
の

一
唖
一
癖
墾
識
郵
稚
鋤
詞
報
睾
趣
羅
聿
掩
》
詐
融
詩
地
啼
鋤

秘
書
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
》
（
平
成
三
十
年
最
高
裁
判
所
規

新

旧

29－18－



0

則
第
二
号
）
の
施
行
の
日
以
後
の
日
に
限
る
・
」
と
す
る

一
施
行
日
前
に
お
け
る
職
員
（
裁
判
官
及
び
裁
判
官
の

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の

秘
書
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
を
い
い
、
非
常
勤
職
員
（

官
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
、
臨
時
的
職
員
及
び

条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
の
在
職
中
に
、
再

就
職
先
に
対
し
へ
再
就
職
を
目
的
と
し
て
、
自
己
に
関

す
る
情
報
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
再
就
職
先
の
地

位
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
依
頼
し
へ
又
は
当
該
地
位

第
四
項
第
四
号

に
就
く
こ
と
を
要
求
し
た
職
員
新
規
則
第
二
十
三
条

C

則
第
二
号
）
の
施
行
の
日
以
後
の
日
に
限
る
。
」
と
す
る

一
施
行
日
前
に
お
け
る
職
員
（
裁
判
官
及
び
裁
判
官
の

秘
書
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
を
い
い
、
非
常
勤
職
員
（

法
第
八
十
〆
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

の
官
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
、
臨
時
的
職
員
及

び
条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
の
在
職
中
に
、

再
就
職
先
に
対
し
、
再
就
職
を
目
的
と
し
て
、
自
己
に

条
第
四
項
第
四
号

関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
再
就
職
先
の

地
位
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
依
頼
し
へ
又
は
当
該
地

位
に
就
く
こ
と
を
要
求
し
た
職
員
新
規
則
第
二
十
三

30－ 19－



３
．
４
（
略
）

二

へ

略
一

1

３
・
４
（
同
上
）

二
（
同
上
）
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最
高
裁
判
所
規
程
第
号

第
一
条
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

第
二
条
裁
判
所
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

L

第
一
条
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
号
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

（
裁
判
所
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
及
び
裁
判
所
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

附

則

I

咽
〆

P

（
・
令
和
四
・
、
．
◆
人
能
印
）

32



／

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
規
程
の
整
理
を
行
う

理
由

33



第
一
条
関
係
ｌ
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
十
一
号
）

第
一
条
新
た
に
裁
判
所
職
員
（
裁
判
官
、
裁
判
官
の
秘
書
一
第
一
条
新
た
に
裁
判
所
職
員
（
裁
判
官
、
裁
判
官
の
秘
書

官
、
非
常
勤
職
員
（
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
一
官
、
非
常
勤
職
員
（
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
国
十
六
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
国

家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
《
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八

十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
・
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を

。
ヘ

め
る
職
員
を
除
く
。
）
及
び
臨
時
的
職
員
を
除
く
。
以
下
一
占
め
る
職
員
を
除
く
、
。
）
及
び
臨
時
的
職
員
を
除
く
・
以

裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
及
び
裁
判
所
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対

照
条
文

新
I

5

、

｡

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧
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1

同
じ
。
）
と
な
っ
た
者
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ

し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な

に
よ
り
、
服
務
の
宣
誓
（
以
下
「
宣
誓
」
と
い
う
。
）
を

限
り
で
な
い
。

る
緊
急
の
事
態
に
際
し
必
要
な
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

い
。
た
だ
し
、
地
震
、
火
災
へ
噸
水
害
又
は
こ
れ
ら
に
類
す

な
い
。
た
だ
し
、
地
震
や
火
災
、
水
害
又
は
こ
れ
ら
に
類

す
る
緊
急
の
事
態
に
際
し
必
要
な
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

下
同
じ
ｐ
）
と
な
っ
た
者
は
へ
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
服
務
の
宣
誓
（
以
下
「
宣
誓
」
と
い
う
。
）

を
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら

の
限
り
で
な
い
。

ﾉ

35
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第
二
条
関
係
ｌ
裁
判
所
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）

第
九
条
健
康
管
理
者
は
、
職
員
；
（
次
の
各
号
に
規
定
す
る
第
九
条
健
康
管
理
者
は
、
職
員
（
次
の
各
号
に
規
定
す
る

非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

、
次
条
及
び
第
十
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
採
用
一
、
次
条
及
び
第
十
四
条
の
一
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
採
用

に
際
し
、
及
び
職
員
が
新
た
に
規
則
一
○
’
四
別
表
第
三
に
際
し
、
及
び
職
員
が
新
た
に
規
則
一
○
’
四
別
表
第
三

に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
に
際
し
、
そ
の
者
に
つ
い
て
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
に
際
し
、
そ
の
者
に
つ
い
て

健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
一
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
一
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号

）
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の

官
職
を
占
め
る
職
員 ﾉ

新

）
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

ぴ

の
官
職
を
占
め
る
職
員

|日

36－3－
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こ
み
略
）

二
（
同
上
）

I

酢

『

ﾛ
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裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の定年に関する

規則において最高裁判所が定めるとされている事項について

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の定年に関する規則において最高

裁判所が定めるとされている事項を定める権限は、最高裁判所長官に委任する。

、

38



事務総局会議資料算些
( I 1月 ｜ 日溌鶴）

[童亜］

令和4年度裁判所所管補正予算（第2号） （案）について

(単位:千円）

’
備金 額

聿
毎区 分

当初予算額 322,813,550

補正要求額 1,207,451

修正追加額修正追加額 【経済対策】

物件、 費

(裁判手続のデジタル化等）

4,477,464 2,267,953

1,168,718

裁判所施設費

（裁判所施設の防災・減災対策） 1,099,235
｡ プ

【追加財政需要】

物件費

（原油価格高騰に伴う電気料等の増額）

2,209,51】

1,458,451

人件費 ．

（給与改善等に伴う追加） 751,060

修正減少額修正減少額 人件費
､

（不用による既定経費の減少）

A3,270,013

△3,270,013

､
P

「

2次補正後予算額 324,021,001

｡



／

［~寳潤言~I
L

令和4年度補正予算（第2号） （案）の案件

I鐘涜封劉一一__一一一=－－当一……匡一－－－…互巴

11億6900万円○裁判手続のデジタル化等

3億5300万円1 民事訴訟手続のデジタル化

裁判官用パソコンの整備

2民事非舩b家事事件のデジタル化

デジタル化に係るシステム開発のための要件定義等

3刑事手続のデジタル化
！ ． ,

デジタル化に係るシステム開発のための要件定義等

1億0900万円

1億6700万円

5億1400万円4情報基無轄借

総合コミュニケーションツール等の導入

裁判官用ディスプレイの整備

2600万円､、5その他

逃走防止用GPS端末の実証実験に係る業務委託

司法行政用ディスプレイの整備

○裁判所施設の防災・減災対策 10億9900万円

エレベーター設備の耐饅化 15庁
里

22徳1000万円【追加財政需要】二 一 ､一 一

14億5800万円1 物件費

原油価格高騰に伴う電気料等の増額

2人件費

給与改善等に伴う追加

7億5100万円

※百万円未満四捨五入



事務総局会議資料簾3
（〃月 ／ 日開催）

(令和4． 11． 1家三印）

首席家庭裁判所調査官協議会の開催について

主催 次のとおり共催

（1）東京、高松各高等裁判所

（2）大阪、仙台各高等裁判所

(3) 名古屋、札幌各高等裁判所

（4）福岡､広島各高等裁判所

期日 令和5年1月又は2月中の1日

開催方法ウェブ会議の方法により、各高等裁判所、各高等裁判所管内の家庭

裁判所及び最高裁判所を接続して開催

協議事項首席家庭裁判所調査官の執務及び家庭裁判所調査官の調査事務等に

関し考慮すべき事項

協議員 各家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官 合計50人

1

２
３

4

5



事務総局会議資料第4
( I 1月1日開恢》

(令和4． 11‘ 1家二印）

家事事件担当裁判官等協議会の開催について

主催 次のとおり共催

（1）東京、広島各高等裁判所

（2） 大阪､札幌各高等裁判所 。

（3） 名古屋、高松各高等裁判所

（4） 福岡、仙台各高等裁判所

期日 令和5年1月又は2月中の1日

開催方法ウエブ会議の方法により、各高等裁判所、各高等裁判所管内の家庭

裁判所及び最高裁判所を接続して開催

協議事項 (1) :後見関係事件の運用上の諸問題及び第二期成年後見制度利用促

進基本計画を踏まえた地方自治体等との連携における課題

（2） デジタル化を見据えた家事調停等の審理運営の在り方に関する

諸課題

協議員 各高等裁判所管内の家庭裁判所において家事事件を担当する裁判官、

家庭裁判所調査官及び裁判所書記官

1

２
３

4

5



F一一ヨー菫畜総局会議(第30回)議事録

扉i蔀』嫌,,川…Ⅲ輸‘,…≦作緬"雌’，。
|場所総局会議室
iー

胴巽薫窯繰繍鶏駕驫駕蕊蛎
一一＋課長染登審議官兼情報政策謡長一 －－－－

に……"…』‘蕊‘霞に………綴を”
議事

いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における申立てその他の申

述を取り扱う裁判所について

門田民事局長説明（資料）

I

l
1
－l
｜

~｜
l

l
－－－I

b

一－■ 庁 ロ

’ ． ”

結果|◎裁判官会議付議
__’－－

●秘書課長 津板
、
『
１
Ｊ正



資料

事務総局会議資料
( I 1月1ケ日開催）

(令和4． 1 1 15民一印）

議決事項案（民事訴訟法第132条の10第1項に規定する

電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴

訟手続における申立てその他の申述を取り扱う裁判所につい

て）

民事訴訟法(平成8年法律第109号）第132条の10第1項に規定する電子

情報処理組織を用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における‘申立てその

他の申述を取り扱う裁判所は､次に掲げるものとする。

効力を生ずる日

令和5年1月24日

令和5年1月24日

令和5年1月24日

令和5年1月24日

令和5年1月24日

令和5年1月24日

裁判所

名古屋地方裁判所

広島地方裁判所

福岡地方裁判所

仙台地方裁判所

札幌地方裁判所

高松地方裁判所

１
２
３
４
５
§
６

～
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事務総局会議（第31回）議事録
－－

日時|令和4年11月29日 (火)午前10時00分～午前11時15分
場所|総局会議室
’－－言－－ ‐－ －－－－－…

暑席譽慧蕊局鱗繍鶏雷黙慈長繁鰯雲崇震
課長、染谷審議官兼情報政策課長、後藤審議官、川瀬総務局第二課長

議事 1 人事事務打合せ（高裁人事課長）の開催について

徳岡人事局長説明（資料第1）

｜’経…等事務打合せ(高裁事蕊肩吹長)鰯鵬催について
氏本経理局長説明（資料第2）

｜ ＆ 経建事務打合せi高裁会計課長)の開催につい￥氏本経理局長説明（資料第3）

’
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１
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６
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．
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事務総局会議資料第1

（11月29日開催）

(令和4． 11 ． 29人総）

人事事務打合せ（高裁人事課長）の開催

主 催

期 日

開催方法

最高裁判所

令和5年2月16日 （木）

ウエブ会議の方法により、最高裁判所と各高等裁判所（支部を除

く。 ）を接続して開催する。

(1) 人事上の諸問題について

（2） その他

高等裁判所事務局の人事課長及び人事課企画官、人事課課長補佐

１
２
３

協議事項4

出席者5

又は人事課専門官のうちいずれか1人

今言｣‐
ppl 16人
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事務総局会議資料第塾
( I I月ユ9日開催）

(令和4． 11． 29経監）

経理関係等事務打合せ（高裁事務局次長）の開催について

主 催
日
所

最高裁判所

令和5年1月27日 （金）

ウェブ会議の方法により、最高裁判所と各高等裁判所（支部を除

１
２
３
期
場

イ

く。 ）を接続して開催する。

経理行政等事務全般の連絡協議協議事項

出席者

４
５ 各高等裁判所事務局次長 8人

1

母

1

（



事務総局会議資料隼3
《 I I月ﾕ9日鴎膳）

P

1

(令和4． 11 ． 29経監）
1

経理事務打合せ（高裁会計課長)の開催について

！

催 最高裁判所

日 令和5年2月17日 （金）

所 ウェブ会議の方法により、最高裁判所と各高等裁判所（支部を除

く。 ）を接続して開催するb

主
期
場

１
２
３

経理行政事務全般の連絡協議

(1) 高等裁判所事務局の会計課長及び管理課長

(2) 高等裁判所事務局の会計課企画官、会計課課長補佐又は会計

協議事項

出席者

４
，
５

課専門官のうちいずれか1人

/

、

4

ク

イ


